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明野しいのみ保育園 令和５年５月３１日発行 

6 月 4 日から 10 日は歯と

口の健康週間です。 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の変更

についてのお知らせ 

令和５年５月８日より新型コロナウイルス感染症

の感染症法上の位置づけが５類感染症となることに

なりました。新型コロナウイルス感染症の「登園のめ

やす」が設定されていますのでお知らせします。 

【新型コロナウイルス感染症の登園のめやす】 

・発症した後５日経過し、かつ、症状が軽快※➀した

後１日を経過すること 

・無症状の感染者の場合は、検体採取日０日として、

５日を経過すること 

（※①症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、か

つ、呼吸器症状（咳や息苦しさ）が改善傾向

にある状態を指します。） 

※登園時には意見書をご提出ください 

 

 国内で麻しん（はしか）の感染事例が報告さ

れています。はしかは予防接種が有効です。予

防接種は第 1 期【生後１２ヶ月（１歳）から生

後２４ヶ月（２歳）未満】第２期【５歳以上７

歳未満で小学校就学前１年間にあたる幼児】と

なっています。接種状況をご確認ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 6月になりました。梅雨の時期は急に気温が上がって汗をかいたり、かと思えば夕方ごろには 

寒くなったり。気温の差が激しいと体調を崩しやすいので、 

衣服で調節をしてください。心も体も元気に梅雨を乗り切りましょう。 

梅雨があけたらピカピカの夏はすぐそこです。 
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